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 様式第 ３号               会  議  録  

 会  議  名  

（審議会 等名）  
 川西市 保育所 整備計 画に関す る懇話 会  

 事  務  局  

 (担  当  課）  
こども部 子育て 室保育 課   内 線（２ ６９８ ）  

  開催日 時  平成２０ 年９月 １６日 （火）午 後６時 ２７分 ～午後８ 時２７ 分  

  開催場 所  川西市役 所２０ ２会議 室  

 委  員  

会  長  農 野  寛 治  

副 会 長  田 中  文 子  

委  員  石 丸 雄 次 郎    喜 谷 千 惠 美  

南   博 美    矢 羽 田 德 子  

和 田  和 代    畠 山  栄 子  

大 谷  尚 子    森 本  純 子  

山 中  華 子  

 その他   

出  

 

 

席  

 

 

者  

 事務局  

こども部 長  後 藤  哲 雄  

こども部 子育て 室長  藪野  俊 介  

こども部 子育て 室保育 課長  塚 北  和 徳  

こども部 子育て 室保育 課主幹  山元  昇   

    同       課長補 佐  河 本  義 憲  

    同       主査  河南  裕美  

 傍聴の 可否      可   傍聴者 数          ３人  

傍聴不可 ・一部  

不可の場 合は、  

その理由  
 

  会議 次第  別添「審 議経過 」のと おり                                            

   会議 結果  別添「審 議経過 」のと おり  
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審  議  経  過  

 

      第 １回川 西市保育 所整備 計画に 関する懇 話会  審議経 過  

                                 日時： 平成２ ０年  ９月１６ 日  

                        午後６ 時 27分 ～８時 27分  

                                  場所： 川西市 役所   ２０２会 議室  

 

 

出席者： 11名（ 欠席者 ：０名）  

   

［会議次 第］  

 １   開 会  

 ２   辞 令の交 付  

 ３   市 長あい さつ  

 ４   委 員紹介 及び事 務局紹介  

 ５   会 長、副 会長の 選出  

 ６   会 長あい さつ  

 ７   協 議事項  

 （１） 会議公 開につ いて  

 ８   説 明事項  

 （１） 川西市 保育所 整備計画 の策定 に関す る基本的 な考え 方につ いて  

 （２） 川西市 におけ る保育所 の概況 につい て  

 （３） その他  

 ９   閉 会  

 

議  事  

○事務局  失礼 いたし ます。  

 定刻よ り若干 早いで すが、皆 さんお そろい でござい ますの で、た だ今から 第１回

目の「川 西市保 育所整 備計画に 関する 懇話会 」を開催 させて いただ きます。  

 皆さま 方にお かれま しては 、大変 お忙し い 中、本 懇話会 にご出 席 賜りまし て、本

当にあり がとう ござい ます。  

 私は、 こども 部子育 て室長の 藪野で ござい ます。  

 本懇話 会の会 長が決 まります までの 間、進 行を担当 させて いただ きますの で、ど

うぞよろ しくお 願い申 しあげま す。  

 最初に 、開会 に先立 ちまして 会議内 容の録 音につい てご説 明申し あげます 。本懇

話会の会 議録の 作成を できるだ けスピ ーディ ーにまた 正確に 行うた めに、懇 話会の

会議録の 作成に つきま しては専 門業者 に委託 しており ます。従いま して、本 日以降

の会議内 容につ きまし ては、こ の業者 が録音 を行いま すので よろし くお願い いたし

ます。  

 それで は早速 でござ いますが 、最初 に市長 から皆さ まに委 嘱辞令 の交付を させて

いただき ます。  

 私から お名前 をお呼 びします 。席 順でお 呼 びします ので 、恐れ 入 りますが 、そ の

場でお立 ちいた だきま して、辞 令をお 受け取 りいただ きます よう、お願い申 しあげ

ます。  

 それで は市長 、よろ しくお願 いいた します 。  

（市長か ら辞令 交付）  

○事務局  続き まして 、市長よ り懇話 会の開 催に当た りまし て、委 員の皆さ ま方に

ごあいさ つ申し あげま す。  

○市長  皆さん こんば んは、市 長の大 塩でご ざいます 。  

平素から 、本市の 児童 福祉施策 の推進 に 、格 別のご支 援 ・ご協 力を 賜り 、厚く お

礼申しあ げます 。  

また 、この 度は 、大変 、ご 多忙に も関わ りま せず 、当懇 話会の 委員 をお引き 受け
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くださり 、誠に ありが とうござ います 。  

さて 、皆さ ま既に ご承 知のとお り 、本市 には 、認 可保育 所が 、合計 １５園ご ざい

ます。  

この内、公 立保育 所は 、９園で、最 も古い「 川西保育 所」は、昭 和 ２４年に 開設

されまし た 。その 後、公立保育 所を中 心に整 備を進め 、昭和５ ７年 に「 川西中 央保

育所」を開 設した のを 最後とし、 以降、公 立 保育所で は、毎年、 ６ ００人を 超える

子どもさ んに、 長年培 った経験 を生か した保 育サービ スを提 供いた しており ます 。  

一方、民 間の認 可保育 所は、平 成１４ 年に「 ちきゅう っこ保 育園」 が開設さ れ、

待機児童 の解消 に向け 、順次、整備 が進め ら れ、本年６ 月には、 中 央町に「か わに

しひよし 保育園 」がオ ープンし 、合計 ６園・ ４５０名 の定員 となっ ておりま す。  

 民間園 では、比較的 新しい園 舎で、それぞ れの特色 を生か した保 育サービ スが提

供され 、待 機児童 につ きまして も 、本年 ４月 時点で 、３ 名に減 少す るなど 、本 市の

保育サー ビスの 量的ま た質的な 向上に 、公・ 民がそれ ぞれ力 を合わ せて取り 組んで

まいった ところ でござ います。  

しかしな がら 、一方 で は、少 子高齢 社会が 到 来し、人口減 少社会 が 現実のも のと

なってお ります 。ま た 、核家 族化の 進展や 地 域とのつ ながり の希薄 化、共 働き家 庭

の増加な ど、最 近、特 に難しさ を増し ており 、子ども を巡る 良好な 環境づく りは、

最優先で 取り組 まなけ ればなら ない課 題の一 つとなっ ており ます。  

このよう な状況 のもと 、本市では、 今年度「 こども部」 を創設 し、 子どもに 関す

る施策を 可能な 限り一 元的、総 合的に 実施で きる態勢 の整備 を図っ たところ でござ

います。  

本懇話会 で 、様々 な立 場から 、ご 協議を いた だき 、策定 いたし ます「保 育所整 備

計画 」につ きまし ては 、子 育てを 巡る多 くの 課題に対 応する ため 、また 、子育 てと

就労の両 立支援 を図る ため、保 育所整 備に関 する将来 像を描 こうと するもの でござ

います。  

これから 、おお よそ１ 年間を費 やし、計画を 策定いた してま いりた いと考え てお

ります。  

懇話会委 員の皆 さま方 には、長 期間に わたり 、大変ご 苦労を おかけ すること とな

りますが 、川西で 生ま れ、川西で 育つ子 ども たちが 、そ れぞれ の夢 をはぐく み 、健

やかに育 つこと ができ るよう、このた めの根 幹となる 施設で ある保 育所の整 備に関

しまして、 皆さま の忌 憚のない ご意見、 ご提 案、そして、 活発な ご 議論を、大 いに

期待いた してい るとこ ろでござ います 。  

終わりに 、委 員の皆 さ まのご健 康、ご多幸 と さらなる ご活躍 を祈念 いたしま して、

懇話会の 設置に あたり ましての ごあい さつと させてい ただき ます。  

それでは 、本日 から、 どうぞよ ろしく お願い 申しあげ ます。  

○事務局  あり がとう ございま した。  

 続きま して 、委員 の 皆さま方 のご紹 介にま いります 。恐 れ入り ま すが、それぞ れ

自己紹介 でよろ しくお 願いした いと存 じます 。自己紹 介の際 には所 属されて いる団

体名等も 含めま して、 一言よろ しくお 願いし たいと思 います 。  

 それで は、お 手元に お配りし ており ます資 料２の委 員名簿 順でよ ろしくお 願いい

たします 。  

(委員自 己紹介 ) 

○事務局  続き まして 、私ども のほう の事務 局を務め ますこ ども部 の関係職 員を紹

介させて いただ きます 。  

（事務局 職員の 紹介）  

○事務局  次に 、会議 次第の５ にまい りまし て、会長 、副会 長の選 出に移り ます 。  

 会長が 選出さ れてお りますと 、会長 が会議 の議長と なって 議事を 進めてい ただく

ことにな るわけ ですけ れども、 何分、 本日は 第１回目 の懇話 会でご ざいます ので、

会長、副 会長の 選出の 進行につ きまし ては、私どもの 後藤部 長が務 めさせて いただ

きたいと 思いま すので 、よろし くお願 いいた します。  

○部長  どうも 、失 礼 します 。それ では私 の ほうから 会長 、副会 長 の選出に つきま

して進行 させて いただ きますの で、よ ろしく どうぞお 願いい たしま す。  
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 川 西 市 保 育 所 整 備 計 画 に 関 す る 懇 話 会 設 置 要 綱 の 第 ４ 条 第 １ 項 及 び 第 ２ 項 の 規

定により まして 、会 長 、副会 長は委 員の互 選 により選 出する ことと なってお ります 。 

 この会 長、副会長 の 職務であ ります が、同 要綱によ り会長 は懇話 会を代表 し、会

務を総括 してい ただく とともに 、懇話 会を招 集し、会 議の議 長を務 めていた だくと

いうこと になり ます。また副会 長は会 長を補 佐し、会 長が不 在の時 などは会 長の職

務を代理 してい ただく こととな ります 。  

 それで は、委員の 皆 さま方に 、会 長、副会 長の選出 につき まして お諮りい たしま

す。いか が取り 計らい いたしま しょう か。  

    （「事 務局一 任」の声 あり）  

○部長  今、事 務局一 任とのこ とです ので、もしよろ しけれ ば事務 局から提 案させ

ていただ くとい うこと で、委員 の皆さ まいか がでしょ うか。  

    （「異 議なし 」の声あ り）  

○部長  それで は、事 務局から 提案を お願い いたしま す。  

○事務局  それ では、会長には 大阪大 谷大学 教授で、先の川 西市民 間保育所 整備法

人選考委 員会に おいて も委員長 をお務 めいた だきまし た農野 委員さ んを、ま た副会

長 に は 社 団 法 人 子 ど も 情 報 研 究 セ ン タ ー 所 長 の 田 中 委 員 さ ん を ご 提 案 申 し あ げ た

いと存じ ます。  

○部長  ただ今 事務局 から、会 長には 農野委 員さん、副会長 には田 中委員さ んとの

提案があ りまし た。い かがでし ょうか 。  

    （「異 議なし 」の声あ り）  

○部長  ご了承 いただ きまして ありが とうご ざいます 。  

 それで は、会 長には 農野委員 さん、副会長 には田中 委員さ んにご 就任いた だくこ

とに決ま りまし たので 、よろし くお願 いいた します。  

 恐れ入 ります 。農 野 会長さん 、田 中副会 長 さん、どうぞ 前のほ う の席へお 願いを

いたしま す。  

○事務局  会長 、副会 長が決ま りまし た。大 変ありが とうご ざいま した。  

 それで は早速 でござ いますが 、会 長、副会 長のご就 任に当 たり 、農野会長 から代

表してご あいさ つをい ただきた いと存 じます ので、よ ろしく お願い いたしま す。  

○会長  ただ今 会長と いう、非 常に重 責を賜 りました 大阪大 谷大学 の農野で ござい

ます。早 いもの でもう 昨年の春 でした でしょ うか、民 営化の 委託先 というこ とで、

川西市に 寄せて いただ きまして 、夜遅 くまで 激論を交 わした のが、ついこの 間のこ

とのよう でござ います 。もう本 当に１ １時半 回って帰 れるか なと思 いながら 、非常

に熱い議 論が展 開され たわけで すが、 先日そ この保育 所に寄 せてい ただきま して、

しっかり とその 後を拝 見し、園 長先生 などと いろいろ お話を してま いりまし た。  

非常に熱 い議論 をして いたので すが、本当に 事務局を はじめ 、市の 方にはも う紳

士的にず っと最 後まで つき合っ ていた だきま して、ま た市民 委員の 方も非常 に潜在

能力とい うかポ テンシ ャルの高 い方で 、久し ぶりにあ れだけ 深い議 論をしな がら勉

強させて いただ いたな というふ うに思 ってお ります。今回ま たご縁 あって川 西市に

寄せてい ただく という ことで、 非常に 楽しみ にいたし ており ます。  

 今回は 川西市 に答申 やあるい は勧告 をする という、そうい うこと ではござ いませ

んで、懇 話会と いう形 で私たち 委員の 意見を 市のほう にご提 案申し あげると いう、

そういう 形にな ると思 います。前回同 様忌憚 のないご 意見を いっぱ いいただ きなが

ら、川西 市の子 どもた ちのため に、ひ いては 日本の子 どもた ちのた めにより よい子

育て環境 を整え るとい う観点か ら、ま た懇話 会に参加 させて いただ こうと思 ってお

ります。各委員 さんの ご意見を たくさ ん引き 出せるよ うに努 めてま いりたい と思い

ますので 、何と ぞよろ しくお願 い申し あげま す。  

 そして 、田 中副会 長 ですが 、以前 から懇 意 にさせて いただ いてお りまして 、よ く

存じあげ ている 方です ので、非 常に心 強く思 っており ます。何とぞ 最後まで 委員の

皆さま方 のご協 力をい ただきま すよう よろし くお願い いたし ます。  

○事務局  どう もあり がとうご ざいま した。  

 ここで 、市長 はこの 後他の公 務が入 ってい ますので 、申し わけご ざいませ んが退

室させて いただ きます 。  
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    （市長 退場）  

○事務局  それ では、会長が選 出され ました ので、こ こから の議事 進行につ きまし

ては会長 が議長 として 議事を進 めてい ただく ことにな ります 。農野 会長、ど うぞよ

ろしくお 願いい たしま す。  

 

協議事項  

○会長  それで は懇話 会の次第 に従い まして 、進めさ せてい ただき ます。  

 ７番目 の協議 事項と いうこと で、「（１） 会議の公 開につ いて」 という議 案が上

がってお ります 。こち らのほう につき まして 事務局の ほうか らご説 明よろし くお願

いいたし ます。  

○事務局  会議 公開に ついてご 説明を させて いただき たいと 思いま す。右肩 に資料

３と書い ていま す資料 をご用意 くださ い。  

 川西市 では審 議会、懇話会等 の会議 を原則 公開させ ていた だくと いうこと で、開

かれた市 政を目 指して いるとこ ろでご ざいま す。この たび懇 話会と して最初 に決め

て い た だ く 事 柄 が こ の 会 議 公 開 に 関 す る ル ー ル を 定 め て い た だ く と い う こ と に な

っており ます。  

お手元の 資料に は、最 初に川西 市保育 所整備 計画に関 する懇 話会会 議公開制 度運

用要綱（案 ）を お示し させてい ただい ており ます 。４ペ ージに は、同じく会 議公開

に係る傍 聴要領（ 案）を合わせ てお示 しさせ ていただ いてお ります 。今 回、ご協議

いただき ますの は、こ の２つの 案につ いての 可否とな ります 。  

 それで は、１ ページ に戻って いただ きまし て、その 概要に ついて ご説明を させて

いただき たいと 思いま す。  

 まず、第２条 をご覧 ください 。第２ 条につ いては会 議公開 の４つ の項目が あげら

れており ます。１点目 は審議会 等設置 状況を 公開する という こと、委員の人 数であ

りますと か、懇 話会と して処理 をして いただ く事務等 を公開 してい こうとい うこと

でござい ます。そ れか ら会議の 開催日 時等の 公開、これ が２点 目で ございま す。 会

議が開催 されま す日に ちや時間 、場所 等を公 開してい くとい うこと 。それか ら３点

目は傍聴 です 。最後 に ４点目 、会議 録等を 公 開してい こうと いう 、この４点 をもち

まして会 議を公 開して いこうと いう趣 旨でご ざいます 。  

以下、それぞ れの項 目 が条文に 定めて ござい ますが 、まず 、審 議会 等設置状 況の

公開、第 ３条に 定めて ございま す。第 ３条に は１１項 目ほど 項目が ございま すけれ

ども、こ ちらに 書かれ ました項 目につ いて市 政情報コ ーナー あるい はインタ ーネッ

トを通じ まして 公開を させてい ただき たいと 考えてお ります 。第４ 条でござ います

けれども 、会 議の開 催 日時等の 公開で ござい ます。こちら につき ま しては 、市政 情

報コーナ ーであ ります とか、イ ンター ネット 、各公民 館等で ６項目 にわたり ます情

報公開を させて いただ きたいと 考えて おりま す。  

 ２ペー ジでご ざいま すけれど も、傍 聴につ いてでご ざいま す。傍 聴につき まして

は、第５条 で「 何人も 会議の傍 聴をす ること ができる 」という こと で、こちら につ

いては市 民以外 の方に ついても 傍聴し ていた だくこと ができ ます。  

第６条で すが、会議は 原則とし て傍聴 を認め るものと すると いうこ とで、原 則傍

聴は可能 という 条文に なってお ります 。ただ し、会議 の議題 が川西 市情報公 開条例

に定めま す非公 開情報 に該当す る場合 には、会議の傍 聴は認 めない というこ とにな

っており まして 、例え ば個人情 報を扱 う場合 や法人の 情報等 で法人 の不利益 になる

ような情 報など 、そう いった場 合には 傍聴を 認めない ことが できる という規 定をさ

せていた だいて おりま す。傍聴 者の定 員は１ ０人です が、た くさん の方がご 希望さ

れている 場合は 、必要 に応じて これを 変更す ることが できる という 規定にさ せてい

ただいて います 。傍聴 される方 は、そ の傍聴 要領を守 ってい ただか なければ ならな

いという のが第 ６条の 第５項に 定めら れてお りまして 、これ に該当 します傍 聴要領

を４ペー ジに掲 げてい ます。  

傍聴され る方に これを 渡しまし て、こ の規定 を守って くださ いとい う形でお 願い

をするわ けです けれど も、撮影 、録音 は禁止 させてい ただい ている という規 定や、

この要領 に違反 する時 は、会長 はこれ を制止 し、その 命令に 従わな い時はこ れを退
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場させる ことが できる 、第８条 でござ います けれども 、そう いった 規定がご ざいま

す。  

 恐れ入 ります 、２ ペ ージにな ります けれど も、第 ７条に 、会 議録 の公開と いう定

めがござ いまし て、会 議録の公 開につ きまし てはそこ に掲げ ており ます７項 目ほど

の情報を 公開さ せてい ただきた いとい うふう に考えて おりま す。  

 ただし 、７番 目のと ころで審 議経過 という ことで、議論を してい ただきま した内

容につい て公開 をさせ ていただ くわけ ですけ れども、委員さ んの氏 名、どな たが発

言なさっ たかと いうお 名前につ いては 、公 開 をしない と考え ており ます。なお 、会

議録につ きまし ては、開催後１ カ月以 内に懇 話会の承 認を得 て公開 をすると いたし

ておりま す。１ カ月以 内に会議 が開か れない 場合もあ ろうか と思い ますけれ ども、

そ の 節 に は 会 長 さ ん に 了 承 い た だ い て 公 開 を さ せ て い た だ き た い と 考 え て お り ま

す。こち らも、個人の プライバ シーや 法人の 不利益に なるよ うな情 報などは 公開し

ませんと いう規 定を、第７条第 ４項に 定めて おります 。会議 の公開 は市政情 報コー

ナーのほ か、イ ンター ネットホ ームペ ージな どで公開 をさせ ていた だきたい と考え

ておりま す。  

 以上が 要綱に ついて の説明で ござい ます。  

 ４ペー ジ以降 は、今 ご説明を させて いただ きました 会議公 開に係 りますそ れぞれ

の様式を 掲げさ せてさ せていた だいて おりま す。  

第１号様 式とい たしま して 、「 審議会 等の設 置状況 」に ついて 。ペ ージをめ くっ

ていただ きまし て、第 ２号様式 といた しまし て、「会議開 催のお 知 らせ」です。 第

３号様式 といた しまし て、会 議録と して 、審 議経過が ござい ますけ れども 、その 議

事 の 欄 に ご 議 論 い た だ い た 内 容 の 要 旨 を 掲 載 さ せ て い た だ く と い う 形 で 考 え て お

ります。  

 説明に ついて は以上 です。ど うぞよ ろしく ご審議い ただき ますよ うお願い いたし

ます。  

○会長  ただ今 、事務 局から会 議の公 開に関 してご説 明がご ざいま した。何 かご意

見、ご質 問はご ざいま すか。   

 ないよ うでし たら、ただ今事 務局か らご説 明いただ きまし た内容 のとおり 、公開

制度につ きまし て、そ の提案ど おり決 めると いうこと でご異 論ござ いません か、よ

ろしいで すか。  

    （「は い」の 声あり）  

○会長  それで は、事 務局から の提案 どおり 会議を公 開する ことと いたした いと思

います。  

 今日も 傍聴の 方お見 えという ことで すので 、入って いただ きまし てよろし いです

か、委員 の皆さ まよろ しいでし ょうか 。  

    （「は い」の 声あり   傍聴 者入室 ）  

 

説明事項  

○会長  それで は引き 続きまし て説明 事項と いうこと で、「 川西市 保育所整 備計画

の策定に 関する 基本的 な考え方 につい て」、事務局か らご説 明をお 願いいた します 。 

○事務局  「 川西市 保 育所整備 計画の 策定に 関する基 本的な 考え方 について 」、ご

説明をさ せてい ただき ます。  

 お手元 に、資 料４と 書いてご ざいま す資料 をご用意 くださ い。  

 今後、概ね１ 年間を かけてい ただき まして 計画を策 定して いくと いうこと でござ

いますけ れども 、策定 に当たり まして の基本 的な考え 方、い わゆる フレーム に当た

ります事 項と、合わせ てラフな スケジ ュール について 、ご説 明をさ せていた だきた

いと思い ます。  

 資料の 構成と いたし ましては 、最初 に趣旨 というこ とで、保育所 整備計画 の必要

性 や 考 え 方 の 基 本 に な り ま す 部 分 な ど を 記 載 さ せ て い た だ い て お り ま す 。 そ の 次

に、位置 づけで すとか 、計画期 間、策 定手続 等を掲載 させて いただ いており まして 、

次のペー ジの右 側には 策定模式 図とい うこと で、おお よその 概要を 図示させ ていた

だいてお ります 。最後 にスケジ ュール をお示 しさせて いただ いてお ります。  
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 こうい う構成 でござ いますけ れども 、最初 にまた戻 ってい ただき まして、趣旨か

らポイン トにな ります 部分をご 説明さ せてい ただきた いと思 います 。  

 川西市 におけ ます保 育所の整 備経過 につき ましては 、昭和 ２４年 ７月に市 立の川

西 保 育 所 が 開 設 さ れ ま し て か ら 、 公 立 保 育 所 の 整 備 を 先 行 し て 行 っ て ま い り ま し

て、現 在のと ころ公 立 保育所は ９カ所 ６６０ 人の定員 となっ ており ます。一方 、民

間認可保 育所は 平成１ ４年４月 にちき ゅうっ こ保育園 が開設 され、それ以来 順次整

備が進み まして 、本 年 ６月には 本市で ６カ所 目となる 民間保 育園 、かわにしひよし

保 育 園 が 開 設 さ れま し た 。 民 間 保 育 所の 定 員 は ４ ５ ０ 人 とい う こ と で ご ざ いま

す の で 、 公 ・ 民 合わ せ ま す と 合 計 １ ５園 、 定 員 に つ き ま して は １ ， １ １ ０ 人と

い う 形 に な っ て いま す 。 待 機 児 童 は 、一 時 、 ４ ０ 人 を 超 えて お り ま し た け れど

も、減少を続けまして、平成２０年４月の段階では３名にまで減っています。  

 保 育 サ ー ビ ス の実 施 状 況 に つ い て は、 す べ て の 保 育 所 にお き ま し て 延 長 保育

事 業 を 実 施 い た して お り ま す ほ か 、 民間 保 育 所 で は 、 一 時保 育 事 業 や 特 定 保育

事 業 、 地 域 子 育 て支 援 拠 点 事 業 へ の 取り 組 み な ど 、 多 様 なサ ー ビ ス を 提 供 して

い た だ い て お り 、公 ・ 民 と も 地 域 の 子育 て 支 援 の 中 核 施 設と し て の 役 割 を 果た

しているといった実態がございます。  

 こ の よ う な 状 況の 中 で 、 平 成 ２ １ 年度 末 に は 市 立 栄 保 育所 、 定 員 ６ ０ 人 の保

育 所 で ご ざ い ま すけ れ ど も 、 こ ち ら が廃 止 と な り ま す 。 定員 が 減 少 し て い くと

い う こ と へ の 対 応や 、 全 て の 公 立 保 育所 で 、 建 築 か ら お およ そ ３ ０ 年 か ら ４０

年 が 経 過 を し て いる と い う こ と で 、 この 老 朽 化 へ の 対 応 をど う し て い く の かと

い う こ と 、 そ れ から 、 保 育 所 配 置 が 市中 央 部 に 偏 在 を し てい る と い う 指 摘 があ

る こ と 、 け や き 坂、 清 和 台 方 面 が 空 白地 域 と い う こ と 、 保育 所 の な い 地 域 が存

在するということなど、解決すべき課題がございます。  

 さ ら に 、 平 成 ２０ 年 ３ 月 に は 保 育 所保 育 指 針 が 改 定 さ れま し て 、 来 年 ４ 月か

ら施行されます。この指針は、それまでの局長通知から厚生労働省告示となり、

遵 守 す べ き 最 低 基準 と し て の 法 的 な 位置 づ け が 明 確 に な った と こ ろ で ご ざ いま

す。また、保育所の特性を養護と教育を一体的に行う施設と明定がされまして、

さ ら に 保 護 者 に 対す る 支 援 を 規 定 す るな ど 、 大 綱 化 が 図 られ て い る と こ ろ でご

ざいます。これにも対応していかなければならないという現実がございます。  

 以 上 の よ う に 、保 育 を め ぐ る 環 境 が大 き な 変 革 の 時 期 を迎 え て い る 中 で 、様

々 な 課 題 に 的 確 に応 え 、 だ れ も が 安 心し て 子 育 て と 就 労 が両 立 で き る 社 会 の実

現 を 図 っ て い く こと や 多 様 な 保 育 ニ ーズ に 対 応 す る 確 か な計 画 が 必 要 と な って

きているところでございます。  

 こ う い っ た こ とか ら 、 本 市 の 保 育 所の あ り 方 に 関 す る 基本 的 な 考 え 方 を 示す

と と も に 、 将 来 を見 据 え た 保 育 所 の 整備 に つ い て の 総 合 的な 計 画 を 、 こ の たび

策 定 し て い こ う とい う こ と で ご ざ い ます が 、 ど ち ら か と いい ま す と ハ ー ド 系の

整備に軸足を置いたイメージを、私ども事務局のほうでは持っております。  

 検 討 を 要 す る 主な 課 題 の 例 示 と い たし ま し て は 、 「 本 市に お け る 保 育 所 の必

要 数 と 配 置 ・ バ ラン ス に つ い て 」 や 、「 公 立 保 育 所 の 老 朽化 対 策 」 、 「 新 保育

所 保 育 指 針 を 踏 まえ た 今 後 の 保 育 所 運営 の あ り 方 」 、 「 保育 所 に お け る 多 様な

保 育 サ ー ビ ス と 子育 て 支 援 の 強 化 」 、「 公 立 保 育 所 と 民 間保 育 所 の 役 割 に つい

て」などを考えております。  

 なお、この計画は市議会で川西市立保育所条例の一部を改正する条例の制定、

栄 保 育 所 の 廃 止 に関 す る 議 案 で ご ざ いま す け れ ど も 、 こ の議 案 を ご 審 議 い ただ

き ま し た 時 の 附 帯決 議 と い た し ま し て、 保 育 所 の あ り 方 につ い て の 基 本 的 な考

え 方 を 示 し て ほ しい と い う 議 会 か ら のご 要 望 を 受 け た 計 画と し て の 側 面 も 持つ

ものでもございます。  

 次のページをお願いいたします。  

 計 画 の 位 置 づ けと し て は 、 次 世 代 育成 支 援 対 策 行 動 計 画（ 後 期 ） と 整 合 を図

り つ つ 、 本 市 の 公立 ・ 民 間 を 含 む 保 育所 の 整 備 に 関 し て の指 針 と な る も の とい

た し て お り ま す 。次 世 代 育 成 支 援 対 策行 動 計 画 に つ き ま して は 、 次 世 代 育 成支

援 対 策 推 進 法 と いう 法 律 に 基 づ き 、 次の 世 代 を 担 う 子 ど もた ち が 健 や か に 生ま
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れ 育 成 さ せ る 環 境の 整 備 を 図 っ て い くた め の 計 画 と い う こと で 、 子 育 て 支 援、

子 育 て に 関 す る 施策 に つ い て 一 体 的 に網 羅 し た 計 画 で す 。こ の 計 画 に つ き まし

て は 、 平 成 ２ １ 年度 ま で が 前 期 計 画 、２ ２ 年 度 か ら が 後 期計 画 と い う こ と で、

こ れ と 整 合 を 図 る必 要 が ご ざ い ま す 。整 合 を 図 り つ つ 、 公立 ・ 民 間 を 含 む 保育

所の整備に関しての指針となるということでございます。  

計 画 期 間 に つ き ま し て は 、 次 世 代 育 成 支 援 対 策 行 動 計 画 と 整 合 を 図 る た め、

平成２２年度から２６年度までの５年間を基本に考えております。  

行 動 計 画 の 審 議 を し て い た だ い て お り ま す 児 童 育 成 専 門 部 会 の 委 員 さ ん から

お 二 人 、 こ ち ら の懇 話 会 の 委 員 と し て入 っ て い た だ い て いま す の で 、 そ の 点か

らも整合を図っていきたいというように考えております。  

 続 き ま し て 、 策定 手 続 に つ い て 、 ４点 ほ ど 挙 げ さ せ て いた だ い て お り ま す。

策 定 に 当 た り ま して は 、 川 西 市 保 育 所整 備 計 画 の 策 定 に 関す る 懇 話 会 、 こ ちら

の 懇 話 会 で ご ざ いま す け れ ど も 、 設 置を さ せ て い た だ き まし て 、 計 画 策 定 につ

き ま し て ご 協 議 いた だ き 、 ご 提 案 を いた だ き 、 そ の 内 容 を計 画 策 定 に 反 映 をさ

せていきたいということ。  

加 え て 、 ア ン ケ ー ト 調 査 を 実 施 す る 予 定 を い た し て お り ま す 。 保 育 所 に 入所

さ れ て い ら っ し ゃる 子 ど も さ ん の 保 護者 の 方 な ど を 対 象 にア ン ケ ー ト 調 査 を実

施いたしまして、ニーズの把握に努めていきたいということ。  

基 礎 的 な 調 査 と い た し ま し て 、 待 機 児 童 数 の 推 移 な ど 、 基 礎 的 な デ ー タ を収

集 整 理 い た し ま して 、 計 画 の 策 定 の バッ ク デ ー タ と し て いき た い と い う よ うに

考えております。  

さ ら に 、 計 画 案 の 段 階 で パ ブ リ ッ ク コ メ ン ト を 実 施 い た し ま し て 、 広 く 市民

の 皆 さ ん に 意 見 をお 伺 い し た い と い うこ と で す と か 、 市 議会 を は じ め と し ます

関 連 し ま す 機 関 や部 署 等 と 調 整 を し て、 実 効 性 の あ る 計 画に し て い き た い とい

うように考えております。  

策 定 期 間 で す が 、 今 年 の ９ 月 か ら 策 定 が 完 了 す る 日 ま で と い う こ と で す が、

概ね来年の１１月ごろを予定いたしております。  

策 定 模 式 図 と い う こ と で 、 懇 話 会 を 中 心 に 据 え ま し て 基 礎 調 査 、 ア ン ケ ート

調 査 、 パ ブ リ ッ クコ メ ン ト 、 市 議 会 等と の 調 整 を 経 た 上 で保 育 所 整 備 計 画 をつ

く っ て い こ う と 、こ の 保 育 所 整 備 計 画は 、 次 世 代 育 成 支 援対 策 行 動 計 画 と 整合

を 図 っ て い こ う と、 そ う い っ た ス タ イル を 示 さ せ て い た だい て い る と こ ろ でご

ざいます。  

 最後のページになります。  

 ス ケ ジ ュ ー ル の概 略 に つ い て お 示 しを さ せ て い た だ い てお り ま す 。 上 段 と下

段 の ２ 段 に 分 か れて お り ま し て 、 上 段は 、 懇 話 会 の 動 き です 。 下 段 は 、 懇 話会

以 外 の 動 き と い うこ と で 、 こ ち ら は 主に 私 ど も 事 務 局 で させ て い た だ く 事 柄を

お示しさせていただいているところでございます。  

 懇 話 会 の 動 き とし ま し て は 、 今 回 、第 １ 回 目 を 開 催 さ せて い た だ き ま し て、

今 年 度 に つ き ま して は 、 現 況 の 分 析 であ り ま す と か 、 テ ーマ 別 の フ リ ー ト ーキ

ングを予定させていただいております。  

 先 ほ ど 、 「 趣 旨」 の と こ ろ で 検 討 を要 す る 主 な 課 題 と いう こ と で ５ 点 ほ ど挙

げ さ せ て い た だ きま し た が 、 そ う い った 項 目 を 中 心 に テ ーマ 別 の フ リ ー ト ーキ

ン グ 、 現 在 、 課 題と な っ て い る よ う な事 柄 に つ い て ご 提 案を い た だ き 、 ご 議論

をいただきたいと考えております。これが３月まででございます。  

事 務 局 と い た し ま し て は 、 今 年 度 中 に 基 礎 的 な デ ー タ の 収 集 ・ 分 析 や ア ンケ

ー ト 調 査 の 分 析 、計 画 素 案 の 作 成 な どに 取 り 組 ん で ま い りた い と 考 え て お りま

す 。 テ ー マ 別 フ リー ト ー キ ン グ の 内 容に つ き ま し て も 、 ご議 論 し て い た だ いた

内容を、計画素案に可能な限り反映をさせていただきたいと考えております。  

 平 成 ２ １ 年 度 には 、 具 体 的 に 計 画 素案 を お 示 し さ せ て いた だ き 、 そ れ に 関す

るご検討をお願いしたいということでございます。ご検討いただきました結果、

様々なご議論をいただくことになろうかと思います。  

計 画 素 案 を 修 正 さ せ て い た だ き 、 計 画 案 と し 、 計 画 案 を さ ら に ご 検 討 い ただ
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きたい。それと併せて、庁内などとの調整を図っていきたいと考えております。

計 画 案 の 段 階 に なり ま し て か ら で す が、 パ ブ リ ッ ク コ メ ント を 実 施 し 、 広 く市

民 の 皆 さ ん の ご 意見 を お 伺 い し た り 、あ る い は 市 議 会 に ご説 明 を し て ご 意 見を

い た だ い た り 、 これ ら の 結 果 も 計 画 案に 反 映 を さ せ て い きた い と 考 え て お りま

す。  

 こ れ ら の 作 業 を終 え ま し て 、 平 成 ２１ 年 １ １ 月 に は 策 定を 完 了 さ せ た い と考

えております。  

 点 線 で 示 さ せ てい た だ い て お り ま すの で 、 若 干 前 後 す る可 能 性 が あ る と いう

ご理解をいただけましたらと思います。  

 説 明 の 最 後 で すが 、 ご 意 見 、 ご 提 案を お 願 い し ま す と いう こ と で 、 ３ つ の項

目 に つ い て ご 意 見、 ご 提 案 を お 願 い した い と 考 え て お り ます 。 ア ン ケ ー ト 調査

の調査対象や質問項目等についてであります。  

そ れ か ら フ リ ー ト ー キ ン グ 、 先 ほ ど 事 務 局 と し て は 「 趣 旨 」 の と こ ろ に 書い

て ご ざ い ま す 「 検討 を 要 す る 主 な 課 題」 を 考 え て い ま す とい う ご 説 明 を さ せて

い た だ き ま し た が、 そ れ 以 外 に つ い て、 「 こ ん な テ ー マ を取 り 上 げ た ら い いの

ではないか」ということがありましたら、ぜひご提案をいただきたい。  

計 画 を 検 討 し て い く に 当 た っ て は 、 「 川 西 市 の こ ん な デ ー タ が ほ し い 、 こん

な 資 料 は な い か 」と い う こ と が ご ざ いま し た ら 、 ９ 月 ３ ０日 火 曜 日 ま で に 右の

送 付 先 、 私 ど も 保育 課 の 担 当 、 私 、 山元 ま で お 願 い を い たし た い と 考 え て おり

ます。  

提 案 の 用 紙 で す け れ ど も 、 任 意 の 用 紙 を 使 っ て い た だ い て 、 便 箋 等 に 書 いて

い た だ い て も 構 いま せ ん が 、 資 料 の 最後 に 提 案 の 用 紙 を 入れ さ せ て い た だ いて

い る か と 思 い ま す。 こ ち ら の 用 紙 を お使 い い た だ い て も 結構 で す の で 、 ９ 月の

３ ０ 日 ま で に ご 提案 を い た だ け た ら と思 い ま す 。 ご 提 案 をい た だ き ま し た 内容

を 私 ど も 事 務 局 のほ う で 整 理 を い た しま し て 、 具 体 的 に この 時 期 に こ ん な 形で

会 議 を 開 か せ て いた だ き た い と ご 提 案を さ せ て い た だ き 、次 回 以 降 ご 協 議 をお

願いしたいと考えております。  

 次 回 の 開 催 に つい て 、 事 務 局 と い たし ま し て は 、 １ １ 月１ ０ 日 月 曜 日 の １８

時３０分からと考えておりますが、差し支えございませんでしたら、ど うぞよろ

しくお願 いをい たした いと思い ます。  

 大変雑 駁です が、以 上、説明 とさせ ていた だきます 。  

○会長  はい、 ありが とうござ います 。  

 た だ 今 事 務 局 か ら 川 西 市 保 育 所 整 備 計 画 の 策 定 に 関 し て ご 説 明 を い た だ き ま し

て、同時 にこの 懇話会 の位置づ け及び 今後の スケジュ ールに ついて ご説明を いただ

きました 。次 回の会 議 の日程が １１月 １０日 、６時 半から という こ とですが 、委 員

の皆さま 方でご 都合悪 い方おら れませ んか。  

 た だ 今 ご 説 明 い た だ き ま し た 内 容 に つ き ま し て 各 委 員 の 皆 さ ま 方 か ら ご 質 問 あ

るいはご 意見は ござい ますか。  

 宿題を いただ きまし て、９月 ３０日 までに ご提出く ださい という ことです 。  

 基本的 考え方 と聞い ただけで も、頭 の中が 整理し切 れてい ないの ですが、引き続

いて、川 西市に おける 保育所の 概況に ついて ご説明い ただい てもよ ろしいで すか 。  

 あわせ てご意 見・ご 質問をい ただけ たらと 思います が、い かがで しょうか 。  

    （「は い」の 声あり）  

 よろし いです か 、事 務局から「 川西市 にお ける保育 所の概 況につ いて 」、ご説明

いただけ ますで しょう か。  

○事務局  資料 ５をご 覧くださ い。川 西市に おける保 育所の 概況に ついてご 説明い

たします 。  

 この資 料集に は１ ．保育所一 覧表か ら 、以 下、８．年齢別 就学前 児童数及 び保育

所入所児 童数・ 待機児 童数の推 移まで 、８種 類計１１ ページ の資料 をご用意 させて

いただい ており ます。  

 １ペー ジをお 開きく ださい。第１表 は保育 所一覧表 となっ ており ます。本 市の認

可保育所 であり ます公 立９保育 所、民 間６保 育所の計 １５園 所の保 育所名、 定員、
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所在地 、電 話番号 、施 設長など を示し た一覧 表となっ ており ます 。なお 、末尾 に補

足として おりま すが、かわにしひよし保育園の定員につきましては平成２２年度

に １ ２ ０ 名 と な る計 画 を し て お り ま す。 ま た 、 栄 保 育 所 につ き ま し て は 平 成２

２年３月末で廃止となります。  

 次 に 、 ２ ペ ー ジを ご 覧 く だ さ い 。 川西 市 の 地 図 に 公 立 保育 所 、 民 間 保 育 所と

公 立 幼 稚 園 、 私 立幼 稚 園 の 所 在 地 状 況を 示 し て お り ま す 。な お 、 こ の 資 料 につ

き ま し て は 教 育 委 員 会 事 務 局 学 務 課 よ り 提 供 い た だ い て お り ま す 地 図 で す の

で 、 地 図 上 の 区 域割 り が ご ざ い ま す 。こ の 区 域 に つ き ま して は 、 各 公 立 幼 稚園

の園区を示したものになっております。  

ま た 、 こ の 配 置 図 に は 能 勢 電 車 や 阪 急 電 車 、 Ｊ Ｒ な ど の 路 線 や 、 幹 線 道 路が

入 っ て お り ま せ ん。 従 い ま し て 、 配 置状 況 が 少 し わ か り にく い か と 思 い ま す。

お 手 元 の 資 料 「 こん に ち は 保 育 所 で す」 の 中 面 を お 開 き いた だ き ま し た ら 、そ

れ ぞ れ の 保 育 所 の概 略 図 と な っ て お り、 そ の 中 に 能 勢 電 車及 び 阪 急 電 車 、 ＪＲ

及 び 幹 線 道 路 を 入れ て お り ま す の で 、あ わ せ て 見 比 べ な がら ご 覧 い た だ け たら

と思います。  

 こ の 概 略 図 を 見て い た だ き ま す と 、本 市 の 保 育 所 の 配 置が 北 部 地 域 か ら 能勢

口 駅 周 辺 ま で は 、能 勢 電 鉄 沿 線 に 沿 って 配 置 さ れ て お り 、ま た 能 勢 口 か ら 南部

地 域 は 阪 急 バ ス の路 線 に 沿 っ て 配 置 され て い る こ と が わ かり ま す 。 特 に 能 勢口

周辺の市中心部に多く配置されておりますが、この地域は能勢電車や阪急電車、

Ｊ Ｒ の 鉄 道 駅 舎 、バ ス タ ー ミ ナ ル 、 大型 駐 車 場 な ど が 集 積す る 本 市 最 大 の 交通

網の拠点であることが主な要因と思われます。  

保 育 所 は 公 立 幼 稚 園 と は 異 な り 、 い わ ゆ る 園 区 と い う も の が ご ざ い ま せ ん。

保 護 者 は ご 自 分 の通 勤 に 最 も 便 利 な 駅や バ ス 停 の 近 く に ある 保 育 所 を 選 ば れる

傾 向 が あ る こ と を考 慮 し て 、 こ の よ うに 電 車 や 幹 線 道 路 に沿 っ て 整 備 し て きた

ものと考えられ、これは全国的な傾向でもあろうかと思います。このため近年、

住 宅 開 発 さ れ た 地域 に は 、 幼 稚 園 は ある の で す が 、 保 育 所は な い と い う 空 白地

域が生じている現状となっております。  

 資 料 ５ に 戻 り ます 。 続 き ま し て ３ ペー ジ を お 開 き く だ さい 。 第 ３ 表 の 公 立・

民 間 保 育 所 設 置 状況 は 、 ９ 月 １ 日 現 在の 保 育 所 ご と の 年 齢別 の 入 所 児 童 数 の状

況 を 表 し た も の とな っ て お り ま す 。 公立 保 育 所 で は 定 員 数６ ６ ０ 人 に 対 し 、６

６ ２ 人 が 現 在 入 所し て お り ま す 。 一 方、 民 間 保 育 所 で は 定員 数 ４ ５ ０ 人 に 対し

て ５ １ ０ 人 が 入 所を し て お り 、 合 計 では １ ， １ １ ０ 人 の 定員 数 に 対 し 、 入 所児

童 数 が ９ 月 １ 日 現在 １ ， １ ７ ２ 人 と なっ て お り ま す 。 さ らに 年 齢 別 に 見 て みま

す と 、 公 立 保 育 所で は ０ 歳 児 か ら 年 齢が 上 が る ご と に 入 所児 童 数 が 多 く な って

おります。５歳児の１５６名が最も多い状況となっております。  

下 の 表 の 民 間 保 育 所 で は 、 １ 、 ２ 、 ３ 歳 が 多 く 、 中 で も ２ 歳 児 が 最 も 多 い状

況 と な っ て お り ます 。 た だ こ れ は 、 この ６ 月 に 開 設 し た ばか り の か わ に し ひよ

し保育園がまだ４、５歳児が少ないという要因もあろうかと思っております。  

 次 に 、 ４ ペ ー ジを お 開 き く だ さ い 。４ 種 類 の 図 表 が ご ざい ま す 。 左 上 の 表は

総 入 園 児 数 の 年 齢別 及 び 公 ・ 民 内 訳 状況 を 棒 グ ラ フ で 表 した も の で す 。 右 上の

円 グ ラ フ は 総 入 所児 童 数 の 年 齢 別 入 所割 合 を 表 し た も の とな っ て お り ま す 。下

の 表 は 公 立 保 育 所、 民 間 保 育 所 別 に 年齢 別 入 所 割 合 を そ れぞ れ 円 グ ラ フ で 表し

たものです。  

 た だ 今 説 明 い たし ま し た よ う に 、 公立 保 育 所 は ２ 歳 児 から ５ 歳 児 の 割 合 が平

均 し て 高 く 、 ０ 歳児 、 １ 歳 児 の 割 合 が低 い 状 況 に あ り ま す。 一 方 、 民 間 保 育所

は ４ 歳 児 、 ５ 歳 児の 割 合 が 公 立 に 比 べて 低 く 、 ０ 歳 児 、 １歳 児 の 割 合 が 高 いと

いう状況にあるということがわかります。  

 続 き ま し て ５ ペー ジ を お 開 き く だ さい 。 参 考 資 料 と い たし ま し て 、 本 市 にお

け る 公 立 幼 稚 園 と私 立 幼 稚 園 の 設 置 状況 を 公 立 、 私 立 別 に載 せ て お り ま す 。公

立 幼 稚 園 は １ ０ 園で 定 員 １ ， ２ ６ ５ 人に 対 し て ８ １ ０ 人 が在 籍 し て お り 、 ４、

５ 歳 児 対 象 の ２ 年保 育 を 実 施 し て お りま す 。 一 方 、 私 立 幼稚 園 で は ８ 園 で 定員

２ ， １ １ ０ 人 に 対し て 現 在 １ ， ７ ９ ６人 が 在 籍 し て お り 、全 園 で ３ 歳 児 か ら５
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歳 児 ま で の ３ 年 保育 が 実 施 さ れ て い ます 。 こ の よ う に 、 市内 幼 稚 園 の 入 所 状況

は 、 公 立 で は 全 園で 定 員 に 対 し て 在 籍数 が 少 な く な っ て おり ま す 。 ま た 、 私立

幼 稚 園 で も ８ 園 中５ 園 が 定 員 を 割 っ てい る 状 況 と な っ て いま し て 、 こ の こ とか

らも、本市の少子化が進んでいることが伺えるかと思います。  

 次 に 、 ６ ペ ー ジを ご 覧 く だ さ い 。 第５ 表 の 保 育 所 の 建 設経 過 年 数 等 の 一 覧表

に つ き ま し て は 、公 立 保 育 所 、 民 間 保育 所 別 に 所 在 地 、 定員 、 床 面 積 、 敷 地面

積 、 開 所 年 月 、 建物 構 造 、 経 過 年 数 等の 状 況 を 示 し て お りま す 。 公 立 保 育 所の

ほ と ん ど に お い て、 建 築 経 過 年 数 が 相当 過 ぎ て い る 状 況 でご ざ い ま す 。 老 朽化

対策が大きな課題となっているところです。  

 続 き ま し て 、 ７ペ ー ジ を お 開 き く ださ い 。 本 市 で は 保 育需 要 の 高 ま り と 就業

形 態 や 保 育 ニ ー ズの 多 様 化 な ど に 対 応す る た め 、 乳 児 保 育や 延 長 保 育 、 障 害児

保 育 、 一 時 保 育 など 、 様 々 な 保 育 事 業を 行 っ て い る と こ ろで す 。 第 ６ 表 の 主な

保 育 事 業 は 通 常 保育 を 除 く 、 特 別 保 育事 業 等 の 実 施 状 況 を示 し た も の と な って

います。上の表は公立保育所、下の表は民間保育所となっています。  

乳 児 保 育 に つ き ま し て は 、 公 立 保 育 所 で は ３ カ 所 、 民 間 保 育 所 で は ６ カ 所の

保 育 所 で 実 施 し てお り 、 そ の う ち ４ カ所 は 生 後 ５ ７ 日 に 達し た 児 童 を 対 象 とす

る産休明け保育を行っています。  

延 長 保 育 は 保 護 者 の 就 労 形 態 の 多 様 化 や 通 勤 や 勤 務 時 間 の 増 加 等 に 対 応 する

た め 、 公 立 ・ 民 間の 全 園 で 月 曜 日 か ら土 曜 日 ま で 実 施 し てい ま す 。 公 立 保 育所

に つ き ま し て は 、す べ て 午 後 ７ 時 ま での １ 時 間 延 長 、 民 間保 育 所 で は ３ カ 所が

午後８時までの２時間延長、午後７時１５分までの１時間１５分延長が１カ所、

午 後 ７ 時 ま で の １時 間 延 長 が １ カ 所 、あ と １ カ 所 は ３ ０ 分延 長 の 延 長 保 育 を実

施しております。  

障 害 児 保 育 に つ き ま し て は 、 保 育 士 の 支 援 を 得 な が ら 保 育 所 で の 保 育 を とお

し 、 す べ て の 子 ども た ち の 発 達 を 保 障し て い こ う と す る もの で あ り 、 公 立 ・民

間 す べ て の 園 所 で実 施 す る 体 制 に あ りま す 。 今 年 度 に つ きま し て は 、 現 在 １３

園で受け入れを行っております。  

一 時 保 育 は 、 保 護 者 の 就 労 形 態 の 多 様 化 に 伴 う 断 続 的 な 保 育 ニ ー ズ や 緊 急、

一 時 的 保 育 ニ ー ズ、 私 的 な 理 由 に よ る保 育 ニ ー ズ 等 に 応 える た め 、 現 在 民 間保

育所５カ所で実施しております。  

地 域 子 育 て 支 援 セ ン タ ー 及 び 休 日 保 育 は 、 拠 点 方 式 で 実 施 し て お り ま す 。そ

れ ぞ れ 民 間 保 育 所１ カ 所 で 実 施 を す るこ と と し て お り ま す。 な お 、 休 日 保 育に

つきましては、１０月より事業を開始する予定としているところでございます。 

 園 庭 開 放 事 業 につ き ま し て は 、 地 域で 子 育 て 中 の 在 宅 の親 子 に 対 し て 、 保育

所 の 特 性 を 生 か して 集 え る 場 や 集 え る機 会 を 提 供 し て い こう と す る も の で 、園

庭を提供するほか、様々な子育て支援に取り組んでいるものでございます。  

 続きまして、９ページをお開きください。  

 第 ７ 表 の 待 機 児童 数 推 移 に つ き ま して は 、 本 市 の 民 間 保育 所 の 整 備 の 初 年度

であります平成１４年度から２０年度までの７年間における保育所数、定員数、

４ 月 １ 日 時 点 で の入 所 児 童 数 、 待 機 児童 数 、 保 育 需 要 、 ５月 １ 日 時 点 で の 就学

前 児 童 数 と 保 育 需要 率 に つ い て の 推 移を 示 し た も の と な って お り ま す 。 待 機児

童 数 に つ き ま し ては 、 い わ ゆ る 就 労 希望 者 な ど を 加 え た 旧定 義 の 項 目 を 加 えて

お り ま す 。 全 国 的な 少 子 化 の 傾 向 に より 、 本 市 に お き ま して も Ｂ 欄 の 就 学 前児

童 数 は 平 成 １ ５ 年度 を ピ ー ク に 減 少 傾向 に あ り ま す 。 し かし 、 Ａ 欄 の 保 育 需要

数 は 増 加 傾 向 に あり 、 一 番 下 で あ り ます 保 育 需 要 率 は 、 年々 高 ま っ て き て おり

ま す 。 こ の 保 育 需要 率 と い う の は 、 保育 需 要 数 と 就 学 前 児童 数 か ら 算 出 し たも

のとなっております。  

平 成 １ ４ 年 度 か ら ２ ０ 年 度 ま で の ７ 年 間 で 、 保 育 所 数 は １ ０ カ 所 か ら ４ 月１

日現在１４カ所、６月１日時点で１５カ所となって、５カ所増えております。  

入所定員数は、平成１４年度の７５０人から２０年４月１日で１，０５０名、

６月１日時点では１，１１０名となり、３６０人増えております。  

入 所 児 童 数 は 平 成 １ ４ 年 度 の ８ ０ ９ 人 か ら 平 成 ２ ０ 年 度 で は １ ， ０ ５ ０ 名と
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なっており、２４１人増えております。  

待 機 児 童 数 は 平 成 １ ４ 年 度 の ４ ５ 人 か ら 平 成 ２ ０ 年 度 で は ３ 人 に 減 少 し てお

り 、 ま た 旧 定 義 によ る 待 機 児 童 数 も 平成 １ ９ 年 度 、 ２ ０ 年度 と 減 少 傾 向 に あり

ま す 。 な お 、 直 近の ９ 月 １ 日 現 在 の 待機 児 童 数 は １ ５ 人 、旧 定 義 の 就 労 希 望を

含 め ま す と ５ ３ 人で 、 昨 年 の ９ 月 １ 日で は ２ ６ 人 、 就 労 希望 を 含 め る と ８ ０名

で し た の で 、 民 間保 育 所 の 整 備 に 伴 い、 待 機 児 童 数 が 減 って き て い る 状 況 には

あ り ま す が 、 共 働き 家 庭 の 増 加 等 に より 完 全 に 解 消 す る まで に は 至 っ て お りま

せん。  

 １ ０ ペ ー ジ に つき ま し て は 、 ９ ペ ージ の ７ 表 の １ ． 入 所児 童 数 及 び 待 機 児童

数の推移を棒グラフで表したものとなっております。  

 続 き ま し て １ １ペ ー ジ を お 開 き く ださ い 。 第 ８ 表 は 過 去３ カ 年 の ４ 月 １ 日現

在 の 就 学 前 児 童 数及 び 保 育 所 入 所 児 童数 、 待 機 児 童 数 の 推移 を 年 齢 別 に 示 した

も の で 、 各 項 目 の推 移 は 下 表 の グ ラ フで も 表 し て お り ま す。 な お 保 育 所 入 所児

童 数 に は 他 市 へ の委 託 児 童 を 含 ん だ 数と な っ て い ま す 。 また 、 就 学 前 児 童 に対

する保育所児童数の割合を在籍率として表しております。  

平 成 １ ８ 年 度 と 平 成 ２ ０ 年 度 を 比 較 し ま す と 、 右 上 の 合 計 欄 で す が 、 就 学前

児 童 数 は ３ ６ ６ 人の 減 、 待 機 児 童 数 は２ １ 人 減 少 と な っ てお り ま す が 、 一 方保

育所児童数は９７人増加し、在籍率は１．６ポイント上昇しております。また、

平 成 ２ ０ 年 度 を 見て み ま す と 、 年 齢 別就 学 前 児 童 数 は ５ 歳児 の １ ， ５ ５ ７ 人に

対 し て 、 ０ 歳 児 は１ ， ２ ０ ３ 人 と な って お り 、 年 齢 が 下 がる に 伴 い 減 少 し てい

る 状 況 に あ り ま す。 在 籍 率 に つ い て は、 ２ 歳 、 ３ 歳 、 ４ 歳児 が そ れ ぞ れ １ ５％

を 初 め て 超 え 、 ２歳 か ら ５ 歳 ま で の 在籍 児 数 と し て 、 い ずれ も ２ ０ ０ 人 を 超え

る 受 け 入 れ と な って お り ま す 。 ま た 、待 機 児 童 数 に つ き まし て は 、 １ 、 ２ 歳児

の低年齢児に集中していることが伺えます。  

 以上、少し長くなりましたが、資料５の説明とさせていただきます。  

○会長  はい、 ありが とうござ います 。  

 ただ今 川西市 におけ る保育所 の概況 につい てご説明 いただ きまし たが、何 かご意

見ご質問 はござ います か。  

○委員  待機児 童数が ９月１日 現在、旧定義 でいくと ５３名 という ふうに説 明があ

ったので すが、無認可 保育所に 行って いる子 どもたち は、川 西市内 の中には 大勢い

ると思う のです 。その 無認可保 育所に 行って いる児童 につい ては、ここの５ ３名の

中にはあ げられ ていな いという ことで すね。それで、無認可 保育所 に行って いる子

どもたち も、公立な ど の認可園 に入れ なくて 、無認 可保育 所に行 か ざるを得 なくて 、

行ってい る子ど もたち なので、本来は 待機児 童として 数える べきで はないの かなと

私は思う のです けれど も、そこ を質問 させて いただき ます。  

○会長  認可外 の保育 施設に通 う子ど もの実 数、実態 という ことで すね。  

 川西子 育てガ イドを 見ました ら、認 可外の 保育所と いう形 で記載 されてい るので

すが、こ の認可 外の保 育施設に 関して は、都 道府県が 管轄を する形 になって います

ね。  

○ 事 務 局  先 ほ ど 報 告 さ せ て い た だ き ま し た ９ 月 現 在 の 旧 定 義 に よ り ま す 待 機 児

童数５０ 数名の 中には 、認可外 保育所 に通っ ておられ るお子 さんの 数は含ん でおり

ません。直近デ ータと しては、川西市 の助成 金の交付 対象と なって いる認可 外保育

所の７月 １日現 在の在 籍児数に つきま しては 、９９名 となっ ており ます。  

○ 会 長  川 西 市 が 助 成 金 を 出 し て お ら れ る 、 そ う い う 認 可 外 保 育 所 は 何 カ 所 で す

か。  

○事務局  現在 、補助 対象とし ており ますの は、８カ 所です 。  

○ 事 務 局  市 内 に は 認 可 外 保 育 所 が 今 の と こ ろ １ ６ カ 所 ぐ ら い あ り ま す が 、 そ れ

は、県 がホー ムペー ジ で発表し ている 数です 。とい うのは 、先 ほど 会長が申 された

ように、認可外 保育所 は都道府 県に届 け出さ れていま すので 、市で は把握が できな

いのです が、大体１ ６ カ所あり ます 。その 内 、事業 者内で その従 業 員を対象 とした

事業所内 保育所 として 、総合 病院が ３カ所 、それと乳 酸菌飲 料の会 社が２カ 所、合

計５カ所 ござい ます。  
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私どもの 助成し ている 認可外保 育所は 、この 事業所内 保育所 と株式 会社によ る経

営や５名 未満の 小規模 の認可外 保育所 につい ては、対象外 として お りますの で、今、

助成して いるの が８カ 所ござい ます。  

認可外保 育所に 通う子 どもの数 につき まして も、県か ら市に 、４月 １日現在 の人

数が 、ファ クス等 で来 るのです が 、本年 度は まだ来て いませ んので 、実 際、何人の

方 が 認 可 外 保 育 所 に 行 っ て お ら れ る の か 、 私 ど も も つ か め な い と こ ろ が ご ざ い ま

す。しかも 、例 えば 、事業所内 保育所 であれ ば、市外の 従業員 も入 っておら れるの

で、県の 資料で は、川 西市民が 何人と いう数 字が出て いない ことか ら、私ど もも、

認可外保 育所で 、川西 市民の子 どもが 何名利 用されて いるか が、つ かめてい ないと

いう状況 にござ います 。従いまし て、就学 前 の子ども が、認可 保育 所、幼稚園、 認

可外保育 所を足 して、合計何％ の方が 通って おられる のか、つかみ づらいと いう状

況にござ います 。  

○会長  ありが とうご ざいます 。  

 認可外 の保育 所を拝 見します と、こ のＪＲ 川西池田 キッズ ルーム と書いて あるの

ですが、 ここは 、駅の 中にある のです か。  

○事務局  そう です。 駅の構内 です。  

○会長  駅の構 内にあ る、ま たは 、駅の 近く にあって 、通 勤に便 利 という選 択肢を

提供して おられ るのか もわかり ません が、こ の辺は、 非常に 難しい ところで すね 。  

 何か、 ござい ますか 。  

○委員  認可外 保育所 というの は、こ の計画 を立てる 上でも 、焦点 は当てる べきだ

ろうとい う気が します ね。県 への届 け出事 項 になって います が、し かしなが ら、各

市、自 治体で も一定 、掌握して いった ほうが ベターで あると 思いま す。と いいま す

のは、や はり市 民の子 どもたち が当然 のこと ながら、そこに 通所さ れている という

ことです 。全１６ 園の 内、助成対 象が８ 園と いうこと で 、半分 ぐら いしか 、あ る意

味では把 握、掌握で き ていない という ことで す。他 ８園が 何人程 度 、さら にその 中

で市民の 子ども が何人 というの は、県 に問い 合わせれ ば、そ の住所 や施設名 などか

らわかり ますか ら、案 外、実 態調査 そのも の も、そ う難し くはな い という気 がしま

す。４月 １日に 県が調 査をやっ ていれ ば、ち ょうど半 年ぐら いたっ た１０月 ぐらい

に、今度 は、市 のほう が実態調 査をす る。そ うすると 、次の 待機児 童等を含 めて、

この子た ちも、ある意 味では、ご発言 があっ たように 認可保 育所に 入りたい と希望

している という ことも 考えるな らば、やはり 焦点を当 てるべ きであ ろうとい う気が

します。  

○ 会 長  認 可 外 の 保 育 施 設 の 全 て が そ う だ と は 言 え ま せ ん が 、 中 に は “ 毎 月 が ４

月”という ような、 子 どもが入 れかわ り、入 れかわり で、１年 後の “育ち”がき ち

んとプロ グラム として 組めない ような ところ がありま す。推 測でし かないで すけれ

ど、子ども の出入 りが 激しくて、 ある意 味、 “毎月が４ 月”みた い な感じで、 その

認可外保 育所で の転出・転入を 考える と、や はり親の 中にも 子ども たちの“ 育ち”を

保障した いとい うこと を考える ことも あろう かと思い ます。認可外 を含む保 育施設

の、国の 施策動 向につ いても注 目して いく必 要はある だろう と思い ますね。  

 ほかに 何かご 意見は ございま せんか 。  

○委員  基本的 なこと ですけれ ども、この懇 話会は、何かを つくる というこ とでは

なく、つ くるに 当たっ て意見を 提案す るとい うことを おっし ゃった かと思う のです

が、計画 をつく るのか 、計画に こんな ことを 盛り込ま れたら いかが ですかと いうよ

うな意見 をまと めるの か、どっ ちなの でしょ うか。  

○会長  基本的 に私の 認識は、懇話会 という のは各委 員さん が様々 な角度か らご意

見を出し ていた だく。賛否両論 がある ような 意見も出 てくる かと思 いますが 、最終

的な判断 はここ ではせ ずに、計 画がつ くられ る中でな るべく 広い角 度から、様々な

意見があ るとい うこと や、あるい は意見 に“ 濃淡”があ るとい うこ と、“大事に し

てほしい という 濃い意 見”と“ こうい う意見 もあると いう程 度の意 見”など 、様々

な角度か らの意 見をい ただきな がら、極力そ れを計画 に反映 してい ただくと いうこ

とです。  

ですから 、ここ で何か をまとめ て行政 に答申 や勧告を すると いう形 ではなく 、つ
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まり意見 を集約 してい くのでは なくて 、様々 な意見を 行政は 知りた い、そし てそれ

を計画に 反映し たいと 、そうい う意向 だと思 っている のです が。  

○委員  「計 画案の 検 討」と 資料に 書いて あ ったもの ですか ら、計 画の案を 検討す

るのかと ……。  

○会長  出して いただ く計画案 につい て、「 こういう 視点が 足らな い」と かある い

は「これ は大事 ですよ 」など、 そうい うこと を申しあ げなが ら…… 。  

○委員  わかり ました 。計 画案が 提案さ れる のですね 、ここに ね。それに対 し 、意

見を出す という ことで すね。  

○ 会 長  こ れ は 大 事 だ か ら 重 要 視 し て ほ し い と か 、 こ う い う 視 点 が 抜 け て い る と

か、そう いうこ とにな ろうかと 思いま す。  

○委員  わかり ました 。  

○委員  基本的 な計画 原案は市 で作成 してい ただくと 、ただ しその 前段とし て様々

な意見の 交換を しなが ら、市が それを 聞いて 素案を作 成する と、そ ういうふ うに僕

も理解し ていま した。  

○会長  そうで すね 。ですから 、川 西市と し て、非 常に丁 寧にや っ ていただ いてい

ると思い ます。アンケ ート調査 やそう いう基 礎調査を もとに 、懇話 会に諮り ながら

計画素案 の検討 からさ せていた だくと いう形 になりま す。ま た、こ の議論に 関する

論点も 、委員 の希望 す るテーマ も吸い 上げた いという ことで す。で すから 、なる べ

く前向き にいろ んな角 度から、 意見を 言いな がら進め ていき たいと 思います 。  

 ただ今 ２つの 説明を 受けたわ けです が、計 画策定に 関する 基本的 な考え方 あるい

は保育所 の概況 につい て、どち らから でも結 構ですの で、多 くの方 からお声 を聞か

せ て い た だ き た い と 思 い ま す 。 ど う ぞ 忌 憚 の な い ご 意 見 を い た だ け た ら と 思 い ま

す。  

 非常に 基本的 なこと ですが、この待 機児童 の新基準 と旧基 準を簡 単にご説 明いた

だけます か。  

○事務局  新基 準、旧 基準と申 してい るので すが、新基準 という の は、国 が示し て

います待 機児と いうこ とで、例 えば、先ほど の議論に もあり ました 認可外保 育施設

に通って おられ る方や 就労希望 の方等 につい て除外を いたし ます。現在、入 所申し

込みをさ れてい る方の 中で、保 育に欠 ける状 況にある 方に絞 り込ん だ人数が 新基準

というこ とです 。一 方 旧基準に つきま しては 、就労 希望の 方も含 め 、保育 所入所 申

し 込 み が 可 能 な そ の 他 の 方 々 に つ き ま し て も カ ウ ン ト し て い る と い う こ と で ご ざ

います。  

 従いま して、 新基準 のほうが 数字的 には非 常に絞ら れ、旧 基準に つきまし ては、

それより もさら に多く なります 。  

現時点で は、新基準 の 待機児数 で見て いくこ とが多い わけで すが 、従来、旧基準

でも見て きた経 過がご ざいます ので、本市の 場合は新 基準と 旧基準 と合わせ て両方

の数字を お示し させて いただい ている という 状況でご ざいま す。  

○会長  はい、 ありが とうござ います 。  

 他に何 かご意 見ござ いません か。  

○委員  資料の ３ペー ジの、下の米 印のと こ ろに「 他市か らの受 託 児童を含 む」と

いう表現 があっ て、入 所児数の 中に他 市から 委託され たお子 さんも 入ってい るとい

うふうに 理解し ていい のかと思 ってい たので すけれど も、次、１１ ページに は、１

年間の年 度初め の数の 中には 、「 他市へ の委 託児童を 含む 」とい う 表現にな ってい

て、そこ は他市 からの 受託児童 は入ら ない数 なのか、ここの 受託の 受けとめ 方をど

ういうふ うに考 えれば いいので すか。  

○会長  どうぞ 、事務 局から。  

○事務局  受託 児童 、委託児童 につい てです が、そ れぞれ 市町を 超 えて、広域で 入

所が可能 になっ ている ので、現 在、川 西市に 他市から お受け した子 どもを受 託児童

と言いま すが、そのお 子さんと 、他市 の保育 所へお願 いをし ている 委託児童 がおら

れます 。現 在、本市で は、受託児 童と委 託児 童が直近 の数字 で２５ 名ずつと 、同数

となって います 。  

その中で 、市内 の保育 所に入所 されて いる受 託児童を 除くお 子さん 及び委託 で他
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市の保育 所に行 ってお られる子 どもさ んの数 が、実際 には保 育所を 必要とし ておら

れる川西 市民の お子さ んの数だ ろうと 見てお ります。  

一方、受 託児童 を含む と表現す る場合 もあり ます。市 外の子 どもさ んもお受 けし

ている保 育所の 運営実 態上、受 託児童 を含ん だ数字を 計上し ている 方がより 保育所

の現状が わかる といっ た部分が ござい ます。そういっ た部分 につき ましては 、受託

児童を含 んだ数 字とし て計上さ せてい ただい ておりま す。  

 ご指摘 の１１ ページ につきま しては 、市内 、市外問 わず保 育所を 必要とし ておら

れる川西 市民の 子ども さんの数 及びそ の率を あげさせ ていた だいて おります ので、

この場合 につい ては他 市への委 託児童 を含ん だ数字と して表 してお ります。  

○会長  よろし いです か。  

○委員  はい。  

○事務局  １１ ページ の資料で 、平成 ２０年 度の在籍 率が１ ２．７ ％という 数字が

出ている のです が、全 国平均の 保育所 の在籍 率が、０歳か ら５歳 児 で、平 成１９ 年

は、２９ ．９％ である というこ とです 。これ は郡部で はかな り高く なって 、都 市部

が減ると いう傾 向はあ るかと思 うので すが、 本市の場 合は、 ４月１ 日現在で １２．

７％。正確な 数字で は ないので すが 、例え ば 、伊丹 市や宝 塚市は こ れが１５ ～１６

％、たし か西宮 市も同 じぐらい の数値 であっ たと思い ます。  

特に、０歳か ら２歳 児 、幼稚 園の対 象では な い子ども たちの 入所率 は、全 国平均

で２０ ．２％ である と いうこと ですか ら、本 市の場合 、０ 歳から ２ 歳までの 平均を

出してい ないの ですが 、おそら く全国 平均よ りもかな り下回 ってい るという ことが

うかがえ ると思 います 。  

その原因 は何か 、私 ど もも分析 ができ ており ませんが 、本 市の場 合 、少子 化が進

むといえ ども 、共 働き 家庭の増 加等に より 、将来的な 保育需 要は 、他市 、阪神 間と

比べると 、増え ていく ものと考 えてお ります 。  

○会長  ありが とうご ざいます 。  

 どのよ うなこ とでも 結構です 。他に 何かご ざいませ んか。  

○委員  一つは 資料４ でご意見 をいた だきた いのです が、検 討する 主な課題 例とし

て挙げら れてい る中で 、特に保 育所の 必要数 と配置、これは 保育所 の適正配 置とい

うことで おそら くまと められる と思う のです 。保育所 の空白 地域も あるとい うこと

もお聞き しまし たので 、主要課 題であ ろうと いうこと ですが 、もう 一つどう しても

検討、主な課 題とし て あげてい くべき なのは 、保育 所の運 営経費 で す。具 体的な 運

営経費等 がどう なって いるのか という ことで す。例え ば、公 立保育 所の運営 経費、

民間保育 所の運 営経費 、さらに は幼稚 園との 関係も考 えるな らば、幼稚園の 運営経

費も見て いくべ きだろ うという 気がし ます 。例えば 、阪神 間でも 相 当論議が あって 、

今でもず っと焦 点が当 たってい る公立 保育所 民間移管 という ことを 含め、そ ういう

点につい ての視 点を明 確に 、市民 側とし ても きちんと した“目 ”を 持って 、的 確に

見ていく べきだ ろうと いう気が します 。  

特に 、配置 基準も そう です 。様々 な視点 から 、本 当にど れが 、どう いう形が 最も

市民にと って、あるい は子ども にとっ て適正 なのかと いう意 味での 、重要な 課題だ

ろうと思 ってい ます。  

例えば 、今 、川西 で保 育所運営 経費が １園当 たり公立 でどの 程度か 。他市 で言え

ば定員９ ０人強 で、１ 億６，０００ 万円程 度 でしょう か。民間で 言 えば１億 円ぐら

いでしょ うから 、６ ，０００万 円ぐら いの差 が出るの です 。この 差 は何かと いうこ

とも、当 然、市 民とし ては、あ る程度 、掌握 しておく べきも のだろ うと思い ます。  

長 期 的 に 言 え ば 、 幼 稚 園 の 有 効 利 用 と い う こ と も 当 然 の こ と な が ら 視 野 に 入 れ

て、保育 所の問 題も含 めて、国 の施策 動向も 合わせて 考えて いく必 要がある と思い

ます。そ ういう 意味で 、国の方 針がど のよう に変わっ てきた のかを 少し整理 した資

料がほし いなと 思いま した。といい ますの は 、現在 の国の 考え方 を ベースに 、自 治

体はどう 考えて いくの かという ことが 必要と 思います ので、前段と しての国 の考え

方も少し 把握し ておき たいなと 思いま した。ぜひその 資料も いただ きたいと 思って

おります 。  

○会長  ありが とうご ざいます 。  
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 幼稚園 に関し ても周 辺的な部 分で意 見を申 し上げて よろし いので すか。メ ーンは

保育所で すよね 。  

○事務局  委員 のおっ しゃった ように 幼稚園 と保育所 の関係 につき ましては 、認定

こども園 という 制度が スタート してい ます。兵庫県内 でもか なりの 数が認定 こども

園の認定 を受け て運営 されてい ます。 今後、 一定の見 直しを 加える と聞いて おり、

国もかな り認定 こども 園につい て、積 極的な 推進を図 ってい ます。  

幼稚園と の関係 につき ましても 、少子 化や待 機児童の 増加と いった ことから 、国

も抜本的 な対策 を考え ているよ うです ので、国の方針 も、ご 説明で きるよう にした

いと思い ます。  

○委員  今のご 意見と 関連する のです けれど も、先ほ ど保育 所の役 割として 、就労

と子育て の両立 支援と いうこと を言わ れたの ですが、幼稚園 も預か り保育を 始めて

おられま す。幼 稚園の 預かり保 育もや はり就 労保障と いうこ とも視 野に入れ 、整備

していく という ような 方向が文 科省か らは出 されてい るので すけれ ども、川 西市の

場合、幼 稚園は 私立幼 稚園に通 う子ど もたち も多いし 、私立 幼稚園 は預かり 保育も

されてい て、働 く親の ニーズも 反映さ れてい るところ がある のでは ないかと 思って

います。 預かり 保育の 実態など の数字 も資料 としてい ただき たいと 思います 。  

地域の保 育所の 保護者 の方も来 られて いるの で、待機 児童の ことで すが、３ 名に

減ったと いうこ とにな ると、川 西市で 働きな がら子育 てする のは、保育所で は安心

して預か っても らえる ところが あると いう状 況のよう に、数 字的に は見える わけで

すけれど も、実 感とし てどうな のかと いう、保育所は 望めば 入れる 状況なの かどう

なのか。  

○会長  ぜひ、 お教え いただき たいで すね。  

○委員  入所の 際、１ 人目の子 どもで 、０ 歳 から入れ る時は 、公 立 のみで希 望した

のですが 、入れ ました 。その後 、育休 で復帰 した時に ２人を 同時に 入れると なると 、

下の子が １歳児 になる ので、そこは 激戦区 で す。結 局、第３希 望で 家から離 れたと

ころに入 所が決 まった のですが 、４月 復帰な のに３月 中旬か ら下旬 ぐらいに 決まっ

て、もう ３月は 、あっ ち行きこ っち行 き、ぎ りぎりま で入所 が決ま りません 。   

入所する までは 、そ の ことで頭 がいっ ぱいで すが、入所し てから は 、仕事 のこと

で頭がい っぱい になる ので、改 善して ほしい というこ とを市 にも言 えません でした

が、皆さ んもそ ういう 思いをさ れてい るので はないか という のが実 感です。  

やはり 、公立 に限っ て は、０ 歳児を 受け入 れ ていると ころが 少ない 。資料 を見て

思い出し たのは 、０歳 児が入れ るとこ ろは３ カ所しか ない。川西市 全域で２ ３人程

度しか受 入れて いない というあ たりが 、認可 外保育所 などに ０歳児 から保育 を頼っ

ていると いうこ とも思 い出しま した。  

○委員  先ほど も待機 児童の話 が出た けれど も、旧の 待機児 童の規 定でも、認可外

保育所に 入って いる人 たちは、保育ニ ーズは 満たされ ている という ことで、待機児

童にはカ ウント されな くなって きてい るけれ ども、そ ういう ところ にも保護 者の悩

みや思い はある と思い ます。  

○委員  アンケ ートの 中に、ど ういう 経路で 現在の保 育所に 入った かという 質問を

入れたら どうか 。例 え ば、第 一希望 のとこ ろ に入れた 方もお られる かもしれ ないが 、

いろんな 託児所 などを 経て、や っと希 望のと ころに入 れたケ ースな ど、参考 になる

のではな いです か。  

○会長  ぜひ、 様々な 角度から ご意見 をくだ さい。  

○委員  私も 、３・４ 年前に引 っ越し てきた のですが 、そ の時は 、＊＊＊保 育園 (非

公 開 )の 存 在 を 不 動 産 屋 さ ん が 知 ら ず 、 認 可 外 保 育 施 設 を 言 わ れ て 、 お 金 が す ご く

高く、＊＊＊ 保育所 (非 公開 )へ 入れて もらっ て、連 れてい こうか な と悩んで いたら 、

＊＊＊保 育園 (非公開 )が見つか りまし た。た またまそ の時 、子ど も が１歳児 で、１

歳児で空 いてい るのは 、＊＊＊ 保育園 (非公 開 )だけ ですと 言われ 、引っ越 しで家 は

決まって いて、もう仕 事にも行 ってい るのに 、子ども を預け られな かったら どうし

ようかと 思って いまし た。でも なんと か入所 ができま した。  

下の子が できた 時に 、まだ上の 子は２ 歳児だ ったので すが 、今 、上 の子を退 所さ

せると 、次に 入る時 に 、入れ るかど うかわ か りません と言わ れたし 、私も そんな 感
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じはした ので 、月７ 万 円だった のです が、育 休中に１ 人を預 けて 、その分自 分も楽

だったけ れども 、７万 円は痛い なと思 いなが らも、で も次入 れなか ったら本 当に困

るので入 所を継 続しま した。  

下の子と 離れて しまう という事 例も聞 いたこ とあるの で、そ れだけ は勘弁し てほ

しいなと 思って 、申 し 込む時も 、お 願いし ま すみたい な書類 を書い て、今 ２人と も

同じ保育 所に入 れても らってい るので 、結果 はいいの ですが 、本当 に入るま では、

仕事の都 合もあ るので 、大丈夫 かなと 、ドキ ドキしま した。  

○会長  そうで すか 。不動産屋 さんも 、い ろ んなこと を知っ ていな いとだめ ですね 。 

今、委員 もおっ しゃっ ていただ きまし たけれ ども、そ この保 育所に 決まるま での

プロセス ですね 、最初 どこで情 報をも らった のかなど につい ても、アンケー トの質

問に加え ればい いと思 います。  

 ぜひい ろんな 方のお 声をお聞 かせい ただき たいので すが。自発的 にどうぞ ご発言

ください 。  

○委員  資料４ の３番 の計画期 間のと ころで 、次世 代育成 支援対 策 行動計画（後 期）

について 計画の 前期が ２１年度 に終わ り、２ ２年度か ら後期 に入っ ていると いう説

明があっ たと思 うので すが、前 期では どうい うことが 実施さ れたか 、詳しい ことを

知りたい と思い ます 。また後期 は、どのよ う な計画が 実施さ れてい るのか 、資料 と

して提出 してい ただき たい。  

それと、この計 画の期 間が５年 間とい うこと が書いて あるの ですが 、このス ケジ

ュール表 で、２ １年１ １月には この計 画がで きあがっ て、そ れ以後 どういう 形でこ

の計画を 実施し ていく のか、今 後のこ とをお 聞きした いなと 思いま す。  

○会長  次世代 育成支 援対策行 動計画 との兼 ね合いで すね。それに ついて、ちょっ

とご説明 いただ けます か。  

○事務局  次世 代育成 支援対策 行動計 画につ きまして は、前 期計画 が平成１ ７年度

から始ま り、平 成２１ 年度まで という 形にな っていま す。２ １年度 までとい うこと

ですから 、この 保育所 整備計画 と同じ ように 、既に後 期計画 の策定 作業に取 り組ん

でおりま す。  

具体的に は、こ ども部 子育て支 援課が 事務局 となり、策定作 業に取 り組んで いま

す。策定 に当た りまし ては、社 会福祉 審議会 児童育成 専門部 会とい う部会が ござい

ますけれ ども 、こち ら に諮問を し、そこで の ご議論を 踏まえ ながら 、策定 をして い

くという スタイ ルにな っており ます。専門部 会からは 、この 懇話会 にお二人 の委員

に、加入 してい ただい ていると いった 状況で す。  

計画の内 容につ いては 、後期計 画は、 今から 、アンケ ートを し、課 題抽出を し、

施策の体 系等を 組み立 てていく といっ たこと を実施す る見込 みです ので、具 体的な

ところは まだわ かりま せん。  

前期の部 分につ きまし ては、計 画書が ござい ますので 、この 計画書 をお示し する

ことは可 能です けれど も、保育 所に関 しては 、一つの 施策に ついて のみ記載 がなさ

れていま す。  

前期の施 策の体 系は、「子ども たちが 夢を広 げ、子ど もと大 人が育 ち合うま ちづ

くり」という 基本理 念 に基づい て、施策が 組 み立てら れてい ます 。基本目標 が５点

ほどござ います が 、こ の内の１ 点 、「 多様な 子育て支 援サー ビスを 展開する 」とい

う基本目 標の下 に「 多 様な保育 サービ スの提 供」と いう施 策があ り まして 、この 部

分につい て、数 値目標 等を定め 、計画 づくり がされて おりま す。  

次回の懇 話会ま でには 、今ご説 明をさ せてい ただきま した部 分につ いて、資 料を

ご用意さ せてい ただき たいと考 えてお ります 。  

申し上げ ました とおり 、後期計 画は、懇話会 の議論と 並行し て策定 が進めら れて

いくこと になり ます 。ただ、次世代 育成支 援 対策行動 計画に ついて は、広 く子育 て

支援に関 する計 画、保 育所も含 みます けれど も、かな り広い 範囲を 網羅的に 体系化

した計画 という 形にな りますの で、保育所 整 備計画は 、そ の内 、保 育所整備 という

事項に関 し、非 常に専 門的に、突っ込 んだ計 画づくり を行っ ていく と考えて おりま

す。  

○事務局  つけ 加えさ せていた だきま すけれ ども、今 申し上 げまし た次世代 育成支
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援対策行 動計画 の前期 計画、こ れが今 言いま したよう に２１ 年度が 最終の年 次とい

うことで 、進捗 状況を 毎年出し ており まして 、本年度 につき まして も１９年 度まで

の進捗状 況を出 してお りますの で、そ の辺の 資料もあ わせて 出した いと思い ます 。  

○会長  ありが とうご ざいます 。この 懇話会 から２名 の委員 が入っ ていただ いてい

ると思い ますの で、い ろいろ情 報をい ただい ていいの でしょ うか。可能な範 囲で話

しをして いただ き、こ ちらでの 議論に 反映さ せていた だくと いう、橋渡し役 をして

いただけ たらと 思いま す。  

○委員  児童育 成専門 部会は、 本当に 広範囲 でして、 小学校 の空き 教室の活 用や、

公園の遊 具に至 るまで 、細部に わたっ ての項 目があっ て、そ れを検 証してい るとい

うような 状況で す。こ こでは保 育所の ことだ けで、特化し ている の で、ち ょっと 興

味深いな と思っ ていま す。  

○会長  時間が 迫って きている のです が、あ と何か特 にござ います か。  

○委員  今回の この懇 話会の中 で、資 料４の 中の最後 のとこ ろにも 書かれて いるの

ですが、懇話会 が持た れたとい うのも 、この 附帯決議 が市議 会でつ いたとい うこと

が出てい ますの で、そ の辺のと ころの 説明を していた だきた い。  

先ほど保 護者の 方も言 われてい ました けれど も、川西 市とい うのは 南北に長 い地

形で 、それ ぞれの 地域 によって 、すごく 状況 が違うと 思うの です 。そこで 、必 要数

や配置バ ランス につい て、本当 に自分 が入り たいと希 望した 保育所 に入れた かとい

うことと 、先ほ ど説明 の中では この幹 線道路 にあると 便利だ という ように言 われて

いますけ れども 、保 護 者の思い として は、地 域の中で 、自 分が住 ん でいる地 域で子

育てをし て、子 どもが そこで育 ってい くとい うことが 一番望 ましい のではな いかと

思ってい る方が いると 考えてい ます。その辺 も含めて 、本当 はここ にあった らよか

ったけれ ども 、自分 は 実際、どこの 地域か ら どこの保 育所に 通って いるか 、とい う

点なども わかる と、ど この地域 に保育 所が足 らないか という ことが 、少しわ かって

くるので はない かと思 います。  

私は、市 南部の 保育所 で勤務し ていま すが、北部から 入所さ れてい る方もい ます

ので、何 かわか るとい いなとい うふう に思っ ています 。  

○会長  ありが とうご ざいます 。  

○委員  資料４ ですね 、真ん中 ぐらい に保育 所保育指 針の改 定がさ れたとい うこと

で、前の 部分と 後の部 分と、ど こがど う変わ ってきた のかと いうこ とを簡単 に整理

したもの があれ ば、次 回で結構 ですの でお願 いします 。と いうの は 、これ はおそ ら

く適正バ ランス の問題 とちょっ と影響 してく るのです が、保 育の質 をどう考 えてい

くのかと いうこ とで、先ほどの 幼稚園 との絡 みもそう ですが 、両方 の問題も 含めて

保育所保 育指針 の改定 がどうな ったの か、関 心があり ますの で、よ ろしくお 願いし

ます。  

○会長  ありが とうご ざいます 。  

今回は宿 題が出 ており まして、懇話会 に関す る今後の 必要な データ 、資料に 関す

るご意見 、ご提案 、ア ンケート 調査 、フ リー トーキン グのテ ーマを 、そ れぞれ ご記

入をいた だき 、９月 末 までに 、提出 をして く ださいと いうこ とです ので、今日の 資

料を持ち 帰って 、お考 えいただ いて、 ぜひ１ 枚でも多 くご提 出いた だきます よう、

お願いい たしま す。  

その他と いうこ とで、 事務局か らご説 明お願 いいたし ます。  

○事務局  次回 の会議 の日程で すけれ ども、また改め まして お知ら せをさせ ていた

だきます が、１ １月１ ０日月曜 日午後 ６時３ ０分から 開催を させて いただき たいと

思います 。会場 につき ましては 、市役 所内の 会議室を 確保し たいと 思ってお ります

が具体的 な場所 につき ましては 、開催 のご案 内でお知 らせい たしま す。ご予 定のほ

うだけ、今から 確保を していた だきま すよう 、どうぞ よろし くお願 いをさせ ていた

だきます 。  

○会長  今日は 、ま だ １回目の 会合と いうこ とで、皆さん 方、遠慮 しておら れる部

分があっ たかと 思いま すが、次 回から は活発 に議論を したい と思い ます。事 務局と

のやりと りより も、こ の委員の 中で話 をした いと思い ますの で、よ ろしくご 協力の

ほどお願 いいた します 。  
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 次回は １１月 １０日 というこ とで、１８時 半からご 参集の ほど、よろしく お願い

いたしま す。  

 スムー ズな進 行にご 協力くだ さいま して、 ありがと うござ いまし た。  

 これで 第１回 の懇話 会を終わ らせて いただ きたいと 思いま す。  

どうもあ りがと うござ いました 。  

 


